
○都留市小中学生資格取得補助金交付要綱 

(平成 29年 6月 23 日教育委員会告示第 7号) 

改正 平成 30年 2月 26日教育委員会告示第 3号 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、本市の児童生徒の学力及び学習意欲の向上を図るとともに、児

童生徒の資質の向上を通じて、教育首都を目指したまちづくりの推進に資するた

め、資格取得に要する経費の一部を補助することに関し、都留市補助金等交付規

則(昭和 61年都留市規則第 28号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

(補助対象者) 

第 2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所

を有する者のうち小中学校(特別支援学校を含む)に在籍し、市長が定める対象資格

検定に合格した児童生徒の保護者又は保護者に準ずる者とする。 

(補助対象経費、資格検定の種類及び補助率) 

第 3条 補助金の交付の対象となる経費は、資格を取得するための経費のうち、受検

料に要したものとする。 

2 前条に規定する市長が定める資格検定及び補助率は、別表のとおりとする。 

(補助金の交付申請) 

第 4条 補助金の交付を受けようとする者は、都留市小中学生資格取得補助金交付申

請書(様式第 1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、提出す

るものとする。 

(1) 受検料を明らかにする書類 

(2) 資格検定の合格を証明する書類の写し 

2 前項の申請書の提出期限は、資格検定の合格発表の日の属する年度の 3月 31 日ま

でとする。 

(補助金の交付申請等の委任) 

第 5条 この要綱において、補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、

校長を代理人として委任することができる。 



2 校長は、前項の規定による委任を受け、第 4条に規定する申請を行う時は、申請

書及び第 4条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 委任状(様式第 2号) 

(2) 合格状況報告書(様式第 3号) 

(交付の決定及び額の確定通知) 

第 6条 市長は、補助金の申請があったときは、速やかにその内容について審査し、

補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の額を確定した場合には、都留

市小中学生資格取得補助金の交付決定及び確定通知書(様式第 4号)により申請者に

通知するものとする。 

(補助金の交付請求) 

第 7条 前条の通知を受けた者は、通知のあった日から起算して 20 日以内に都留市

小中学生資格取得補助金交付請求書(様式第 5号)により補助金を請求するものとす

る。 

2 補助金の請求を校長に委任した場合においては、校長は、都留市小中学生資格取

得補助金請求書(学校用)(様式第 6号)により補助金を請求するものとし、補助金の

交付は、補助対象者の指定する口座への振込みにより行うものとする。 

(その他) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 29年 7月 1 日から施行し、平成 29年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 30 年 2 月 26 日教育委員会告示第 3号) 
 

この告示は、平成 30年 4月 1 日から施行する。 

別表(第 3条関係) 

小学生 

対象資格検定 補助率 

実用英語技能検定 5級 受検料の 2分の 1 



日本語漢字能力検定 5級 

数学検定 6級 

実用英語技能検定 4級以上の級 

日本語漢字能力検定 4級以上の級 

数学検定 5級以上の級 

受検料の全額 

中学生 

対象資格検定 補助率 

実用英語技能検定 4級 

日本語漢字能力検定 4級 

数学検定 4級 

受検料の 2分の 1 

実用英語技能検定 3級以上の級 

日本語漢字能力検定 3級以上の級 

数学検定 3級以上の級 

受検料の全額 

備考 ※その他の英語検定については、実用英語検定級に準ずる。 

様式第 1号(第 4条関係) 

都留市小中学生資格取得費補助金交付申請書 

[別紙参照] 

様式第 2号(第 5条関係) 

委任状 

[別紙参照] 

様式第 3号(第 5条関係) 

合格状況報告書 

[別紙参照] 

様式第 4号(第 6条関係) 

都留市小中学生資格取得費補助金の交付決定及び確定通知書 

[別紙参照] 

様式第 5号(第 7条第 1項関係) 



都留市小中学生資格取得費補助金交付請求書 

[別紙参照] 

様式第 6号(第 7条第 2項関係) 

都留市小中学生資格取得費補助金交付請求書(学校用) 

[別紙参照] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1 号(第 4 条関係) 

年  月  日 

 

都留市長   様 

 

所在地 

申請者（保護者又は学校長） 

                     印 

 

 

 

年度都留市小中学生資格取得費補助金交付申請書 

 

都留市小中学生資格取得費補助金交付要綱第 4 条の規定により、補助金の交付を

受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

1 補助金交付申請額  金       円 

 

2 関係書類 

 

(1) 受検料を明らかにする書類 

(2) 資格検定の合格を証明する書類の写し 

※以下、学校長に委任する場合 

(3) 委任状の原本 

(4) 合格状況報告書 

 



様式第 2 号(第 5 条関係) 

 

委  任  状 

年  月  日 

 

私は、       学校長を代理人と定め下記事項を委任します。 

 

記 

年度都留市小中学生資格取得費補助金に係る申請及び請求に関する権限 

 

○合格者 

学 年 年   

住 所  

氏 名  

 

〇補助金の振込先 

 

金融機関名 
銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合 

本店・支店   

口座種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義人  

 

   保護者氏名           印  



様式第 3 号(第 5 条関係) 

 

合格状況報告書(補助金額計算書) 

（補助金額計算書） 

 

学校名                       

 

検 定 の 名 称 

補助率 

A 

(全額･

1/2) 

受検料 

B 

(円) 

合格者 

数 C 

(人) 

受検料 

総額 

(B×C) 

D(円) 

補助金 

申請額 

(A×D) 

(円) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      

 

 



合格状況報告書 

(合格者名簿) 

 

学校名                      

 

検定の名称 学年 氏  名 住  所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



様式第 4 号(第 6 条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

（学校長）様 

 

都留市長        印   

 

都留市小中学生資格取得費補助金の交付決定及び確定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました都留市小中学生資格取得費補助金の

交付については、次のとおり交付の決定及び額の確定をしましたので通知します。 

 

1 交 付 年 度 

2 交付決定額  金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 5 号(第 7 条第 1 項関係) 

 

都留市小中学生資格取得費補助金交付請求書 

 

年  月  日 

都留市長   様 

 

住 所 

申請者           印 

 

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金       円 

 

ただし、  年度都留市小中学生資格取得費補助金として 

 

○振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名 
銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合 

本店・支店 

口座種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義人  



様式第 6 号(第 7 条第 2 項関係) 

 

都留市小中学生資格取得費補助金交付請求書(学校用) 

 

年  月   日 

都留市長   様 

 

所在地 

申請者        （学校長）印 

 

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金       円 

 

ただし、  年度都留市小中学生資格取得費補助金として 

 

○振込先 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 

NO 氏 名 学 年 補助金額 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

合  計 
 

 

 


